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   市町の慣行の取扱いに関することについて 

 

 市町の慣行の取扱いに関することについて、次のとおり継続して提出する。 

 

   平成１７年２月５日提出 

 

洲本市・五色町合併協議会   

会 長  島 本 健 二  

 

   市町の慣行の取扱いに関することについて 

 

１．市章については、新市発足までに調整する。 

２．市花については、新市において調整する。 

３．市木については、新市において調整する。 

４．市鳥については、新市において調整する。 

５．市魚については、新市において調整する。 

６．市民憲章については、新市において調整する。 

７．名誉市町民については、新市に引き継ぐ。 

８．市民表彰については、新市において調整する。 

９．宣言については、新市において調整する。 

 

  平成１７年２月５日確認 
 



3-21  専門部会名　　企画部会   

協議項目 　市町の慣行の取扱いに関すること

1．市章については、新市発足までに調整する。　　
調整内容 2．3．市花・市木については、新市において調整する。　

4．5．市鳥・市魚については、新市において調整する。　　
6．市民憲章については、新市において調整する。

　１．市章 明治32年1月制定 　１．町章 昭和32年10月制定 市章については、新市発足まで
洲本は往古海岸の洲にあり、よって地名を 五色町の五を図案化し図案全体に丸味を に調整する。
洲本という。故に洲浜の紋をもって紋章を 持たして円満と調和を現し、更に中央交叉
定め今日に及ぶ。 によって町民の力強い団結を象徴したもの 市花・市木については、新市にお

　２．市花 水仙 　２．町花 サルビア いて調整する。
　３．市木 松 　３．町木 松
　４．市鳥 　４．町鳥 チドリ 市鳥・市魚については、新市にお
　５．市魚 　５．町魚 サワラ いて調整する。
　６．市民憲章 昭和６３年９月２９日制定 　６．町民憲章 昭和６１年９月30日制定
　　　わたしたちの住む゛城下町洲本゛は、美しい 　　　゛五つの郷のおりなす美しい自然と人情豊かなわが 市民憲章については、新市にお
　　　自然と豊かな文化にはぐくまれてきました。 　　　町゛に誇りを持ち、次の世代のために、より良き郷土 いて調整する。
　　　わたしたちは、ここに住む喜びと誇りをもって 　　　を築くのが私達の使命です。明日へはばたき「健康
　　　こころ広く未来にはばたくふるさとづくりを目 　　　の町」を合言葉に「活力とうるおいのあるふるさと五
　　　指し、この憲章を定めます。 　　　色」への誓いをこめて、ここに町民憲章を定めます。
　　　わたしたち洲本市民は、 　　　私達五色町民は、
　　　１　自然を大切にし、美しいまちをきずきましょう。 　　　１　恵まれた自然を守り、住みよい環境をつくります。
　　　1　健康に心がけ、豊かで活気あるまちをきずきまし 　　　１　古き良き伝統を継承し、新しい生活文化を拓き
　　　　　ょう。 　　　　　ます。
　　　１　伝統と歴史を守り、文化の薫り高いまちをきずきま 　　　１　心身ともに健やかで、共に生きる幸せの輪を広げ
　　　　　しょう。 　　　　　ます。
　　　１　礼儀を守り、思いやりのあるまちをきずきましょう。 　　　１　郷土を愛し、人を愛する豊かな心を育てます。
　　　１　訪れる人を温かく迎え、こころふれあうまちをきず 　　　１　生き生きとした町おこしに、みんなで力を合わせ
　　　　　きましょう。 　　　　　ます。

洲本市・五色町合併協議会の調整内容

洲     本     市 五     色     町
調整の具体的内容

現　　　　　　　　　　　　　　　　　況

関係項目



3-21 専門部会名 　企画部会   

協議項目 市町の慣行の取扱いについて

7．名誉市町民については、新市に引き継ぐ。　
調整内容 8．市民表彰については、新市において調整する。

9．宣言については、新市において調整する。

　７．名誉市町民 洲本市名誉市民条例 　７．名誉市町民 五色町名誉町民条例 名誉市町民については、新市に
昭和39年　5月25日 昭和60年　４月　１日 引き継ぐ。
名誉市民4名（現存者1名） 名誉町民５名（現存者２名）

　８．表　彰 　８．表　彰
市政功労表彰 五色町功労者表彰 市民表彰については、新市にお

　　　5周年毎の市政記念日（2月11日）に洲本市表彰規則 　　　毎年、文化祭（11月上旬）に五色町表彰規則に基づ いて調整する。
　　　に基づき、市政功労者並びに善行者を表彰している。　　　き功労者及び善行者を表彰している。
　　　＊平成12年実施時の表彰者数は、功労表彰61名、 　　　＊平成13年度実績　功労者8名
　　　　善行表彰1名、文化賞1名2団体、スポーツ賞２団体 　　　　表彰審査委員会・・・・報酬なし　助役、収入役、職
　　　　感謝状1名 　　　　員若干名。（五色町功労者表彰の選考）

　　　洲本市民の警察官表彰 　　　中淡守りの賞
　　　毎年、洲本市民の警察官表彰要綱に基づき、永年 　　　毎年、津名西警察署に勤務している、成績優秀な
　　　洲本警察署に勤務し、成績優秀な警察官1名を表彰 　　　警察官1名を表彰　　（津名西防犯協会主催）
　　　している。
　９．宣　言 　９．宣　言 宣言については、新市において

「暴力追放」　昭４０．３．２３ 「健康の町」　昭５５．３．２５ 調整する。
「車をおりて歩く都市」　昭４６．１２．１５ 「健康文化都市」　平６．３．２４
「核兵器廃絶平和都市」　昭６０．３．２５ 「核兵器廃絶平和の町」　平６．９．３０
「ゆとり創造」　平２．３．２６ 「部落差別撤廃」　平６．１２．２１
「環境」　平５．３．２６
「部落差別撤廃」　平６．１２．２２

洲本市・五色町合併協議会の調整内容

洲     本     市 五     色     町
調整の具体的内容

現　　　　　　　　　　　　　　　　　況

関係項目


